
新型コロナウイルス感染対策 



新型コロナウイルスの緊急事態宣言は全ての都道府県で解除されましたが、６/１９までは首都

圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）と北海道については、帰省後１週間は自宅待機し、自身
で健康状態をチェックしてください。 

情報共有のため、以下に該当する場合は速やかに報告してください（家族を含む） 

・風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上続いている 
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます） 

・強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）、味覚障害が発生した場合 

・家族が勤務する会社等で感染者が出た時（疑いの場合も含む） 

報告義務の一部変更 
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イベントや外出自粛の段階的緩和の目安 


